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○広島市こども医療費補助条例施行規則 

昭和48年８月31日 

規則第103号 

改正 昭和59年９月22日規則第88号 

昭和63年３月31日規則第27号 

平成４年３月31日規則第29号 

（この規則で題名改正） 

平成４年９月30日規則第74号 

平成８年９月30日規則第91号 

平成９年９月30日規則第124号 

平成10年７月30日規則第86号 

平成11年７月６日規則第93号 

平成12年９月28日規則第111号 

平成13年３月30日規則第58号 

平成14年６月24日規則第78号 

平成15年９月30日規則第95号 

平成16年10月１日規則第69号 

平成17年７月29日規則第121号 

平成18年３月30日規則第38号 

平成18年５月31日規則第94号 

平成21年３月30日規則第20号 

（この規則で題名改正） 

平成22年３月31日規則第46号 

平成24年３月29日規則第11号 

平成28年３月29日規則第14号 

（この規則で題名改正） 

平成28年12月19日規則第53号 

平成30年２月28日規則第１号 

平成30年５月30日規則第55号 

令和３年３月29日規則第21号 

（この規則の趣旨） 
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第１条 この規則は、広島市こども医療費補助条例（昭和48年広島市条例第102号。以下

「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（平４規則29・平21規則20・平28規則14・一部改正） 

（対象者の特例） 

第１条の２ 条例第３条第１項に規定する市長が定める者は、同項に規定する施設のう

ち、社会福祉法（昭和26年法律第45号）第２条第２項第１号に掲げる救護施設若しくは

更生施設、同項第２号に掲げる施設若しくは同項第６号に掲げる施設又は病院若しくは

診療所（以下この条において「施設等」という。）に入所措置が採られ、若しくは入所

し、又は入院したことにより、当該施設等の所在する場所に住所を変更したと認められ

る者であつて、次の各号のいずれかに該当するものとする。 

(1) 当該施設等に入所措置が採られ、若しくは入所し、又は入院した際本市の区域内に

住所を有していたと認められる者（２以上の施設等に継続して入所措置が採られ、若

しくは入所し、又は入院している者であつて、現に入所措置が採られ、若しくは入所

し、又は入院している施設等（以下「現入所施設等」という。）に入所措置が採ら

れ、若しくは入所し、又は入院する直前に入所措置が採られ、若しくは入所し、又は

入院していた施設等（以下「直前入所施設等」という。）及び現入所施設等のそれぞ

れに入所措置が採られ、若しくは入所し、又は入院したことにより直前入所施設等及

び現入所施設等のそれぞれの所在する場所に順次住所を変更したと認められるもの

（以下「特定継続入所等をした者」という。）を除く。） 

(2) 特定継続入所等をした者のうち、次に掲げる者 

ア 継続して入所措置が採られ、若しくは入所し、又は入院している２以上の施設等

のそれぞれに入所措置が採られ、若しくは入所し、又は入院することによりそれぞ

れの施設等の所在する場所に順次住所を変更したと認められる者であつて、当該２

以上の施設等のうち最初の施設等に入所措置が採られ、若しくは入所し、又は入院

した際本市の区域内に住所を有していたと認められるもの 

イ 継続して入所措置が採られ、若しくは入所し、又は入院している２以上の施設等

のうち１の施設等から継続して他の施設等に入所措置が採られ、若しくは入所し、

又は入院すること（以下「継続入所等」という。）により当該１の施設等の所在す

る場所以外の場所から当該他の施設等の所在する場所への住所の変更（以下「特定

住所変更」という。）を行つたと認められる者であつて、最後に行つた特定住所変

更に係る継続入所等の際本市の区域内に住所を有していたと認められるもの 



3/13 

（平12規則111・追加、平13規則58・一部改正、平21規則20・旧第１条の２繰

下、平24規則11・一部改正、平28規則14・旧第１条の３繰上） 

（所得の範囲） 

第２条 条例第３条第１項第１号及び第５条第１項各号に規定する所得は、地方税法（昭

和25年法律第226号）第５条第２項第１号に掲げる市町村民税（特別区が同法第１条第

２項の規定によつて課する同号に掲げる税を含む。以下同じ。）についての同法その他

の市町村民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得とする。 

（平４規則74・追加、平９規則124・平28規則14・一部改正） 

（所得の額の計算方法） 

第３条 条例第３条第１項第１号及び第５条第１項各号に規定する所得の額は、その所得

が生じた年の翌年の４月１日の属する年度分の市町村民税に係る地方税法第313条第１

項に規定する総所得金額（所得税法（昭和40年法律第33号）第28条第１項に規定する給

与所得又は同法第35条第３項に規定する公的年金等に係る所得を有する場合には、同法

第28条第２項の規定により計算した金額及び同法第35条第２項第１号の規定により計算

した金額の合計額から10万円を控除して得た金額（当該金額が零を下回る場合には、零

とする。）と同項第２号の規定により計算した金額とを合算した額を当該給与所得の金

額及び同条第１項に規定する雑所得の金額の合計額として計算するものとする。）、退

職所得金額及び山林所得金額、地方税法附則第33条の３第５項に規定する土地等に係る

事業所得等の金額、同法附則第34条第４項に規定する長期譲渡所得の金額（租税特別措

置法（昭和32年法律第26号）第33条の４第１項若しくは第２項、第34条第１項、第34

条の２第１項、第34条の３第１項、第35条第１項、第35条の２第１項、第35条の３第１

項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第31条第１

項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額）、地方税法附則第

35条第５項に規定する短期譲渡所得の金額（租税特別措置法第33条の４第１項若しくは

第２項、第34条第１項、第34条の２第１項、第34条の３第１項、第35条第１項又は第

36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第32条第１項に規定

する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額）、地方税法附則第35条の４

第４項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額、外国居住者等の所得に対する相互主

義による所得税等の非課税等に関する法律（昭和37年法律第144号）第８条第２項（同

法第12条第５項及び第16条第２項において準用する場合を含む。）に規定する特例適用

利子等の額、同法第８条第４項（同法第12条第６項及び第16条第３項において準用する
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場合を含む。）に規定する特例適用配当等の額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法

人税法及び地方税法の特例等に関する法律（昭和44年法律第46号）第３条の２の２第10

項に規定する条約適用利子等の額並びに同条第12項に規定する条約適用配当等の額の合

計額から８万円を控除した額とする。 

２ 前項に規定する市町村民税につき、次の各号に掲げる者については、当該各号に定め

る額を同項の規定によつて計算した額からそれぞれ控除するものとする。 

(1) 地方税法第314条の２第１項第１号、第２号又は第４号に規定する控除を受けた者 

当該雑損控除額、医療費控除額又は小規模企業共済等掛金控除額に相当する額 

(2) 地方税法第314条の２第１項第６号に規定する控除を受けた者 その控除の対象と

なつた障害者１人につき27万円（当該障害者が同号に規定する特別障害者である場合

には、40万円） 

(3) 地方税法第314条の２第１項第８号に規定する控除を受けた者 27万円 

(4) 地方税法第314条の２第１項第８号の２に規定する控除を受けた者 35万円 

(5) 地方税法第314条の２第１項第９号に規定する控除を受けた者 27万円 

（平４規則74・追加、平９規則124・平11規則93・平14規則78・平17規則121・

平18規則94・平21規則20・平22規則46・平28規則14・平28規則53・平30規則

55・令３規則21・一部改正） 

（医療機関等に対する医療費の支払等） 

第４条 条例による医療費の補助を受けることができる者（以下「対象者」という。）

が、条例第６条第１項に規定する資格者証を提示して、医療機関等で条例第４条の規定

により補助の対象となる診療等を子どもに受けさせた場合には、当該医療機関等は、当

該対象者に対する請求に代えて、その者が同条第２項の規定により補助されるべき額を

市長に対し請求するものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、対象者が条例第４条の規定により補助の対象となる診療等

を子どもに受けさせた場合において、その診療等が、次の各号のいずれかに該当するも

のであるときは、医療機関等は、当該各号に該当する診療等に係る療養費又は家族療養

費（療養費に相当する家族療養費に限る。以下同じ。）を当該対象者に対し請求するも

のとする。 

(1) 療養費又は家族療養費の受給の対象となる診療等であるとき。 

(2) 新たに対象者となつた者が、子どもに診療等を受けさせた場合において、当該対象

者の補助されるべき額を市長に対し請求することができないと医療機関等が認めると
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き。 

３ 市長は、第１項の規定による請求があつたときは、対象者に代わり、医療機関等に対

し条例第４条第２項の規定により補助すべき額を支払うものとする。 

４ 前項の規定による支払があつたときは、対象者に対し、条例による医療費の補助があ

つたものとみなす。 

（平４規則29・一部改正、平４規則74・旧第２条繰下、平10規則86・平16規則

69・平21規則20・平28規則14・一部改正） 

（補助を受けようとする者に対する医療費の支払等） 

第５条 前条第２項の規定により医療機関等から請求を受けて療養費等を支払つた者は、

医療費の補助を市長に申請しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による申請があつたときは、これを審査し、速やかに補助の決定

を行い、当該申請をした者に対し、条例第４条第２項の規定により補助すべき額（健康

保険に関する法令の規定による健康保険組合等から当該法令及び他の法令の規定によつ

て対象者が負担すべき額について補助を受けることができる場合は、当該補助の額を控

除した額）を支払うものとする。 

（平４規則74・旧第３条繰下、平16規則69・平28規則14・一部改正） 

（受給者証の交付の申請等） 

第６条 条例第６条第１項に規定する資格者証は、所定のこども医療費受給者証（以下

「受給者証」という。）とし、当該受給者証の交付を受けようとする者は、所定のこど

も医療費受給者資格認定申請書により、次に掲げる書類を提示して市長に申請しなけれ

ばならない。 

(1) 被保険者証、被保険者資格証明書、日雇特例被保険者受給資格者票、組合員証又は

遠隔地被扶養者証 

(2) 子どもの保護者がその年の１月１日において他の市町村（特別区を含む。以下この

号において同じ。）に住所を有していたときは、条例第３条第１項第１号及び第５条

第１項各号に規定する所得を明らかにすることができる当該市町村の長の証明書並び

に条例第３条第２項第１号に規定する扶養親族等の有無及び数についての当該市町村

の長の証明書 

(3) その他市長が必要と認めた書類 

２ 受給者証は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間を有効期

間とするものを交付するものとする。 
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(1) １歳に達する日の属する月の末日までの間にある者 出生の日から１歳に達する日

の属する月の末日まで 

(2) １歳に達する日の属する月の翌月の初日から15歳に達する日の属する月の末日まで

の間にある者 １歳から14歳までのそれぞれの年齢に達する日の属する月の翌月の初

日から当該年齢に１年を加えた年齢に達する日の属する月の末日まで 

(3) 15歳に達する日の属する月の翌月の初日から同日以後の最初の３月31日までの間に

ある者（15歳に達する日の属する月が３月である者を除く。） 15歳に達する日の属

する月の翌月の初日から同日以後の最初の３月31日まで 

３ 受給者証の更新を受けようとする者は、所定のこども医療費受給者資格更新申請書に

より、市長が必要と認めた書類を提示して市長に申請しなければならない。ただし、市

長が公簿等により受給者証の更新に必要な事項を確認することができるときは、この限

りでない。 

４ 前項に規定する受給者証の更新は、子どもが１歳から15歳までのそれぞれの年齢に達

する日の属する月の翌月の初日に行うものとする。 

（昭59規則88・昭63規則27・平４規則29・一部改正、平４規則74・旧第４条繰

下・一部改正、平８規則91・平９規則124・平11規則93・平13規則58・平15規則

95・平16規則69・平21規則20・平28規則14・平30規則１・一部改正） 

（受給者証の再交付の申請等） 

第７条 対象者は、受給者証を汚損し、又は失つたためその再交付を受けようとするとき

は、所定のこども医療費受給者証再交付申請書を市長に提出しなければならない。 

２ 前項の場合において、汚損のため再交付を申請するときは、同項のこども医療費受給

者証再交付申請書に当該汚損した受給者証を添えて行わなければならない。 

３ 第１項の場合において、受給者証を失つたため再交付を受けた者は、当該失つた受給

者証を発見したときは、速やかに、当該発見した受給者証を市長に返還しなければなら

ない。 

（平４規則29・一部改正、平４規則74・旧第５条繰下、平21規則20・平28規則

14・一部改正） 

（受給者証の返還） 

第８条 対象者は、医療費の補助を受ける資格を喪失したときは、すみやかに、受給者証

を市長に返還しなければならない。 

（平４規則74・旧第６条繰下） 
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（補助の申請） 

第９条 第５条第１項の規定による申請は、医療費を医療機関等に支払つた旨を当該支払

を受けた医療機関等が証明した所定の申請書により、次に掲げる書類を提示して行わな

ければならない。ただし、病院、診療所及び薬局以外の医療機関等に対し第１号に掲げ

るもののうち被保険者資格証明書を除くいずれかのものを提出して診療等を受けた場合

の申請書は、当該医療機関等に対して支払うべき医療費の額を当該医療機関等が証明し

た所定の申請書に代えることができる。 

(1) 被保険者証、被保険者資格証明書、日雇特例被保険者受給資格者票、組合員証、遠

隔地被扶養者証、特別療養証明書、継続療養受療証明書又は継続給付証明書 

(2) 受給者証 

２ 前項の申請は、対象者が医療費の補助を申請しないうちに死亡した場合において、当

該医療費を対象者に代わり支払つた者があるときは、その者が行うことができる。 

（昭59規則88・昭63規則27・一部改正、平４規則74・旧第７条繰下、平８規則

91・令３規則21・一部改正） 

（記載事項変更等の届出） 

第10条 対象者は、次の各号のいずれかに該当するときは、14日以内に、所定のこども医

療費受給者証変更届に受給者証を添えて市長に提出しなければならない。 

(1) 受給者証の記載事項に変更を生じたとき。 

(2) 加入医療保険の被保険者証等の記号番号若しくは加入医療保険の保険者、保険者の

所在地若しくは名称に変更があつたとき、又は当該医療費の給付の内容に変更を生じ

たとき。 

（平４規則29・一部改正、平４規則74・旧第８条繰下、平21規則20・平28規則

14・一部改正） 

附 則 

１ この規則は、昭和48年９月１日から施行する。 

（平18規則38・旧附則・一部改正） 

２ 広島市こども医療費補助条例の一部を改正する条例（令和３年広島市条例第20号）の

施行の際現に同条例附則第２項に規定する保護者に対し交付されている受給者証の有効

期間の末日は、第６条第２項の規定にかかわらず、令和３年12月31日とする。 

（令３規則21・全改） 

３ 前項の規定による有効期間の末日に引き続く期間に係る受給者証の更新を受ける場合
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の受給者証の有効期間の初日は、第６条第２項の規定にかかわらず、令和４年１月１日

とする。 

（令３規則21・追加） 

４ 前項に規定する受給者証の更新は、第６条第４項の規定にかかわらず、令和４年１月

１日に行うものとする。 

（令３規則21・追加） 

５ 地方税法附則第４条の４第３項の規定により同法第314条の２第１項（第２号に係る

部分に限る。）の規定を読み替えて適用する場合における第３条第２項の規定の適用に

ついては、同項第１号中「第２号」とあるのは、「第２号（同法附則第４条の４第３項

の規定により読み替えて適用する場合を含む。）」とする。 

（平30規則１・追加、令３規則21・旧第３項繰下） 

附 則（昭和59年９月22日規則第88号） 

この規則は、昭和59年10月１日から施行する。 

附 則（昭和63年３月31日規則第27号） 

この規則は、昭和63年４月１日から施行する。 

附 則（平成４年３月31日規則第29号） 

１ この規則は、平成４年４月１日から施行する。 

２ 改正後の広島市乳幼児医療費補助条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に

行われる診療等に係る医療費の補助について適用する。 

附 則（平成４年９月30日規則第74号） 

１ この規則は、平成４年10月１日から施行する。 

２ 広島市乳幼児医療費補助条例の一部を改正する条例（平成４年広島市条例第48号）の

規定により、新たに広島市乳幼児医療費補助条例（昭和48年広島市条例第102号）に規

定する対象者となる者に係る受給者証の有効期間については、改正後の広島市乳幼児医

療費補助条例施行規則第６条第３項の規定にかかわらず、当該受給者証の有効期間の初

日は、この規則の施行の日とする。 

３ 改正後の広島市乳幼児医療費補助条例施行規則の規定は、受給者証の有効期間の初日

がこの規則の施行の日以後になる受給者証の交付申請について適用する。 

附 則（平成８年９月30日規則第91号） 

１ この規則は、平成８年10月１日から施行する。ただし、第９条第１項の改正規定は、

公布の日から施行する。 
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２ 広島市乳幼児医療費補助条例の一部を改正する条例（平成８年広島市条例第41号）の

施行により、新たに同条例による改正後の広島市乳幼児医療費補助条例（昭和48年広島

市条例第102号）第３条に規定する対象者となる者に係る受給者証の有効期間の初日に

ついては、改正後の第６条第３項の規定にかかわらず、この規則の施行の日とする。 

３ 改正後の第６条の規定は、受給者証の有効期間の初日がこの規則の施行の日以後にな

る受給者証の交付申請について適用する。 

附 則（平成９年９月30日規則第124号） 

１ この条例は、平成９年10月１日から施行する。 

２ 改正後の広島市乳幼児医療費補助条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に

行われる診療等に係る医療費の補助について適用し、同日前に行われた診療等に係る医

療費の補助については、なお従前の例による。 

３ 広島市乳幼児医療費補助条例の一部を改正する条例（平成９年広島市条例第52号）の

施行により、新たに同条例による改正後の広島市乳幼児医療費補助条例（昭和48年広島

市条例第102号）第３条に規定する対象者となる者に係る受給者証の有効期間の初日に

ついては、改正後の第６条第３項の規定にかかわらず、この規則の施行の日とする。 

附 則（平成10年７月30日規則第86号） 

この規則は、平成10年８月１日から施行する。 

附 則（平成11年７月６日規則第93号） 

１ この規則中第３条の改正規定並びに附則第２項及び第５項の規定は公布の日から、そ

の他の規定は平成11年10月１日から施行する。 

２ 改正後の第３条の規定は、平成11年６月１日以後に行われた診療等に係る医療費の補

助について適用する。 

３ 改正後の第６条の規定は、平成11年10月１日以後に行われる診療等に係る医療費の補

助について適用する。 

４ 広島市乳幼児医療費補助条例の一部を改正する条例（平成11年広島市条例第40号。以

下「一部改正条例」という。）中第３条第１項の改正規定の施行により、新たに一部改

正条例による改正後の広島市乳幼児医療費補助条例（昭和48年広島市条例第102号。以

下「新条例」という。）第３条に規定する対象者となる者に係る受給者証の有効期間の

初日については、改正後の第６条第３項の規定にかかわらず、平成11年10月１日とす

る。 

５ 一部改正条例中第３条第２項の改正規定の施行により、新たに新条例第３条に規定す



10/13 

る対象者となる者に係る受給者証の有効期間の初日については、改正後の第６条第３項

の規定にかかわらず、平成11年６月１日とする。 

附 則（平成12年９月28日規則第111号） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

２ 改正後の第１条の２の規定は、この規則の施行の日（以下「施行日」という。）以後

に同条の規定に該当する者（施行日以後に同条に規定する施設に入所措置が採られ、又

は入所したことにより、当該施設の所在する場所に住所を変更したと認められる者に限

る。）に対して施行日以後に行われる診療等に係る医療費の補助について適用する。 

３ 施行日から平成13年３月31日までの間、改正後の第１条の２及び前項中「採られ、又

は入所した」とあるのは「採られた」と、「採られ、又は入所している」とあるのは

「採られている」と、「採られ、又は入所する」とあるのは「採られる」と、「採ら

れ、又は入所していた」とあるのは「採られていた」とする。 

４ この規則の施行の際現に広島市社会福祉審議会条例等の一部を改正する条例（平成12

年広島市条例第60号。以下「一部改正条例」という。）による改正前の広島市乳幼児医

療費補助条例（昭和48年広島市条例第102号）第３条第１項の規定に該当している者で

あって、引き続き同条に規定する入所措置により入所することとされた施設に入所する

ものについては、引き続き当該施設に入所する間は、改正後の第１条の２の規定に該当

する者とみなす。 

附 則（平成13年３月30日規則第58号） 

１ この規則中第１条の２の改正規定及び次項の規定は平成13年４月１日から、附則第５

項の規定は同年６月１日から、その他の規定は同年８月１日から施行する。 

２ 改正後の第１条の２の規定は、病院又は診療所で本市の区域外に存するものに入院し

たため平成13年１月１日以後に他の市町村に住所を有するに至った者で当該病院又は診

療所に入院した際現に本市に住所を有していたと認められるものに対して同日以後に行

われた診療等に係る医療費の補助について適用する。 

３ 改正後の第６条の規定は、平成13年８月１日以後に行われる診療等に係る医療費の補

助について適用する。 

４ 広島市乳幼児医療費補助条例の一部を改正する条例（平成13年広島市条例第21号。以

下「一部改正条例」という。）中第３条第１項第１号にオを加える改正規定の施行によ

り、新たに一部改正条例による改正後の広島市乳幼児医療費補助条例（昭和48年広島市

条例第102号。以下「新条例」という。）第３条に規定する対象者となる者に係る受給
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者証の有効期間の初日については、改正後の第６条第３項の規定にかかわらず、平成13

年８月１日とする。 

５ 一部改正条例中第３条第２項の改正規定の施行により、新たに新条例第３条に規定す

る対象者となる者に係る受給者証の有効期間の初日については、改正後の第６条第３項

の規定にかかわらず、平成13年６月１日とする。 

附 則（平成14年６月24日規則第78号） 

この規則は、公布の日から施行し、改正後の広島市乳幼児医療費補助条例施行規則の規

定は、平成14年６月１日から適用する。 

附 則（平成15年９月30日規則第95号） 

１ この規則は、平成15年10月１日から施行する。 

２ 広島市乳幼児医療費補助条例の一部を改正する条例（平成15年広島市条例第46号）の

施行により新たに同条例による改正後の広島市乳幼児医療費補助条例（昭和48年広島市

条例第102号）第３条の対象者となる者に係る受給者証の有効期間の初日は、改正後の

第６条第３項の規定にかかわらず、この規則の施行の日とする。 

附 則（平成16年10月１日規則第69号） 

１ この規則は、平成16年10月１日から施行する。 

２ 広島市乳幼児医療費補助条例の一部を改正する条例（平成16年広島市条例第19号）の

施行の際現に交付されている広島市乳幼児医療費補助条例施行規則（以下「規則」とい

う。）第６条第１項の受給者証の有効期間の末日は、同条第３項の規定にかかわらず、

平成16年９月30日とする。 

３ 前項の末日に引き続いて規則第６条第４項の受給者証の更新を受ける場合の同条第１

項の受給者証の有効期間の初日は、同条第３項の規定にかかわらず、平成16年10月１日

とする。 

４ 規則第６条第４項の規定は、前項に規定する受給者証の更新については、適用しな

い。 

５ 第３項に規定する受給者証の更新は、規則第６条第５項の規定にかかわらず、平成16

年10月１日に行うものとする。 

附 則（平成17年７月29日規則第121号） 

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第３条第１項の規定は、平成17年６月１日

から適用する。 

附 則（平成18年３月30日規則第38号） 
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この規則は、平成18年４月１日から施行する。 

附 則（平成18年５月31日規則第94号） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

２ 改正後の第３条第２項の規定は、平成17年以後の所得の額の計算について適用し、平

成16年以前の所得の額の計算については、なお従前の例による。 

附 則（平成21年３月30日規則第20号） 

１ この規則は、平成21年10月１日から施行する。ただし、第３条第１項の改正規定は、

公布の日から施行する。 

２ 改正後の第３条第１項の規定は、平成20年以後の所得の額の計算について適用し、平

成19年以前の所得の額の計算については、なお従前の例による。 

３ 広島市乳幼児医療費補助条例の一部を改正する条例（平成21年広島市条例第28号）の

施行により新たに同条例による改正後の広島市乳幼児等医療費補助条例（昭和48年広島

市条例第102号）第３条の対象者となる者に係る受給者証の有効期間の初日は、改正後

の第６条第３項の規定にかかわらず、この規則の施行の日とする。 

附 則（平成22年３月31日規則第46号） 

この規則は、平成22年６月１日から施行する。 

附 則（平成24年３月29日規則第11号） 

この規則は、平成24年４月１日から施行する。 

附 則（平成28年３月29日規則第14号） 

１ この規則は、平成29年１月１日から施行する。 

２ 広島市乳幼児等医療費補助条例の一部を改正する条例（平成28年広島市条例第21号。

以下「改正条例」という。）の施行の際現に交付されている改正前の第６条第１項に規

定する受給者証の有効期間の末日については、改正後の第６条第２項の規定にかかわら

ず、なお従前の例による。 

３ 改正条例附則第５項の規定の適用を受ける者について、その監護する同項の発達障害

児が８歳に達する日以後の最初の３月31日において現に交付されている改正後の第６条

第１項に規定する受給者証（以下「受給者証」という。）の有効期間の末日は、同条第

２項の規定にかかわらず、当該発達障害児が８歳に達する日以後の最初の３月31日とす

る。 

４ 第２項又は前項の規定の適用を受ける者がこれらの項に規定する末日に引き続く期間

に係る受給者証の更新を受ける場合の当該更新は、改正後の第６条第４項の規定にかか
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わらず、第２項又は前項に規定する末日の翌日に行うものとする。この場合における当

該受給者証の有効期間の初日は、同条第２項の規定にかかわらず、当該更新を行った日

とする。 

５ 改正条例の施行により新たに改正条例による改正後の広島市こども医療費補助条例

（昭和48年広島市条例第102号）第３条第１項に規定する対象者となる者に係る受給者

証の有効期間の初日は、改正後の第６条第２項の規定にかかわらず、この規則の施行の

日とする。 

附 則（平成28年12月19日規則第53号） 

１ この規則は、平成29年１月１日から施行する。 

２ 改正後の広島市こども医療費補助条例施行規則第３条第１項及び広島市重度心身障害

者医療費補助条例施行規則第３条第１項の規定は、平成29年以後の所得の額の計算につ

いて適用し、平成28年以前の所得の額の計算については、なお従前の例による。 

附 則（平成30年２月28日規則第１号） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

２ 改正後の広島市こども医療費補助条例施行規則附則第３項の規定は、平成29年以後の

所得の額の計算について適用する。 

附 則（平成30年５月30日規則第55号） 

１ この規則は、平成30年６月１日から施行する。 

２ 改正後の第３条の規定は、平成29年以後の所得の額の計算について適用し、平成28年

以前の所得の額の計算については、なお従前の例による。 

附 則（令和３年３月29日規則第21号） 

１ この規則は、公布の日から施行する。ただし、附則第２項の改正規定及び附則中第３

項を第５項とし、第２項の次に２項を加える改正規定は、令和４年１月１日から施行す

る。 

２ 改正後の第３条の規定は、令和２年以後の所得の額の計算について適用し、令和元年

以前の所得の額の計算については、なお従前の例による。この場合において、当該計算

に係る改正前の第３条第２項第３号の規定の適用については、同号中「地方税法」とあ

るのは、「地方税法等の一部を改正する法律（令和２年法律第５号）第１条の規定によ

る改正前の地方税法」とする。 

 


